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は じ め に

この手引は，成年後見制度において鑑定書を作成する際に参考としていただくために，

制度の概要を説明するとともに，成年後見制度における鑑定の位置付け，鑑定書書式，鑑

定書記載ガイドライン及び鑑定書記載例の内容，鑑定の手続について説明したものです。

ここに示した書式等は，成年後見事件の鑑定として必要かつ十分なものとしての標準を

示すために，これまでの鑑定の実例等を参考にしながら，一つのモデルとして作成された

ものです。具体的な事例において鑑定をするには，裁判所が鑑定書の記載事項等について

指示をすることがありますので，記載事項等がこの書式等に示したものとは異なることが

あります。また，鑑定書の記載事項や記載内容は，事案に応じた適切なものであることが

望まれますので，具体的な事案に応じて適宜修正するなどの工夫をすることも考えられま

す。ただ，そのような場合にも，成年後見制度における鑑定の位置付けを踏まえて，この

書式等を参考に，事案に応じた適切な鑑定書が作成されるようにしていただきたいと考え

ています。

なお，この鑑定書の書式については，今後の実務の動向を注視しながら，必要に応じて

修正を加えていきたいと考えています。

平成 12年 1月

最高裁判所事務総局家庭局

標題を「新しい成年後見制度における鑑定書作成の手引」から「成年後見制度における鑑定書作成の手

引」に改めるとともに，本文についても若干の表記上の修正を行った（平成 18年 5月）。

本文の記述の一部を，最近の家庭裁判所実務の実情に即したものに改めた（平成 19年 6月）。

本文の記述の一部を，家事事件手続法の施行に伴って追記した（平成 25 年 12月）。

成年後見制度の利用の促進に関する法律の施行及び成年後見制度利用促進基本計画の策定に伴い，鑑定

書書式を改定するとともに，本文の記述の一部を改めた。（平成 31 年 4月）

本文の記述の一部を，最近の成年後見制度の運用を踏まえた表現に改めた。（令和 2年 1月）

　本文について，若干の表記上の修正を行った。（令和 2年 12月） 

）月01年3和令（。たっ行を正修の上記表の干若 ,ていつに文本

 ,ていつに文本 後見ポータルサイトのURLを変更した。（令和7年10月）
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一 成年後見制度について

１ 成年後見制度とは 

  認知症，知的障害，精神障害，発達障害などによって物事を判断する能力が十分で

はない方（ここでは「本人」といいます。）について，本人の権利を守る支援者（「成

年後見人」等）を選ぶことで，本人を法律的に支援する制度です。 

※ 成年後見制度の種類 

  任意後見制度と法定後見制度があります。 

● 判断能力が不十分になる前   → 「① 任意後見制度」へ 

 ● 判断能力が不十分になってから → 「② 法定後見制度」へ 

① 任意後見制度 

   本人に十分な判断能力があるうちに，判断能力が低下した場合には，あらかじめ

本人自らが選んだ人（任意後見人）に，代わりにしてもらいたいことを契約（任意

後見契約）で決めておく制度です。 

   任意後見契約は,公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされていますの

で，契約手続は公証役場において行います。 

本人の判断能力が低下した場合に，家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初

めて任意後見契約の効力が生じます。この手続を申し立てることができるのは，本

人やその配偶者，四親等内の親族，任意後見受任者です。 

任意後見契約締結

判断能力の低下

家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立て

任意後見監督人の選任

任意後見契約の効力発生
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② 法定後見制度 

  本人の判断能力が不十分になった後，家庭裁判所によって，成年後見人等が選ばれ

る制度です。本人の判断能力に応じて，「補助」「保佐」「後見」の３つの制度が用意さ

  法定後見制度の３種類 

対象となる方 
判断能力が 

不十分な方 

判断能力が 

著しく不十分な方 

判断能力が 

欠けているのが 

通常の状態の方 

行為（※１） 

申立てにより裁判所が

定める行為（※２） 

借金，相続の承認など，

民法１３条１項記載の

行為のほか，申立てによ

り裁判所が定める行為 

原則としてすべての

法律行為 

できる行為 

（※３） 

申立てにより裁判所が

定める行為 

申立てにより裁判所が

定める行為 

原則としてすべての

法律行為 

※１ 成年後見人等が取り消すことができる行為には，日常生活に関する行為（日

※２ 民法１３条１項記載の行為（借金，相続の承認や放棄，訴訟行為，新築や増

※３ 本人の居住用不動産の処分については，家庭裁判所の許可が必要となります。

※ 補助開始の審判，補助人に同意権・代理権を与える審判，保佐人に代理権を与

② 法定後見制度 

  本人の判断能力が不十分になった後，家庭裁判所によって，成年後見人等が選ばれ

る制度です。本人の判断能力に応じて，「補助」「保佐」「後見」の３つの制度が用意さ

れています。 

  法定後見制度の３種類 

補助 保佐 後見 

対象となる方 
判断能力が 

不十分な方 

判断能力が 

著しく不十分な方 

判断能力が 

欠けているのが 

通常の状態の方 

成年後見人等が

同意又は取り消

すことができる

行為（※１） 

申立てにより裁判所が

定める行為（※２） 

借金，相続の承認など，

民法１３条１項記載の

行為のほか，申立てによ

り裁判所が定める行為 

原則としてすべての

法律行為 

成年後見人等が

代理することが

できる行為 

（※３） 

申立てにより裁判所が

定める行為 

申立てにより裁判所が

定める行為 

原則としてすべての

法律行為 

※１ 成年後見人等が取り消すことができる行為には，日常生活に関する行為（日

用品の購入など）は含まれません。 

※２ 民法１３条１項記載の行為（借金，相続の承認や放棄，訴訟行為，新築や増

改築など）の一部に限ります。 

※３ 本人の居住用不動産の処分については，家庭裁判所の許可が必要となります。

※ 補助開始の審判，補助人に同意権・代理権を与える審判，保佐人に代理権を与

える審判をする場合には，本人の同意が必要です。 
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申立て 

調 査 

鑑 定 

審 判 

２ 手続の流れ 

● 申立てには，診断書及び本人情報シートのほか，申立書などの 

書類や，申立手数料などの費用が必要です。 

● 来庁する日時について，電話予約が必要な家庭裁判所もあります。 

  ● 裁判所から事情をお尋ねすることがあります（調査）。 

       ● 本人の判断能力について鑑定を行うことがあります（別途費用が 

かかります。）。 

● 後見等の開始の審判をすると同時に成年後見人等を選任します。 

● 成年後見人等は，選任後速やかに，本人の財産や生活の状況を確 

認し，財産目録及び収支予定表を作成し，家庭裁判所に提出します。 

● 成年後見人等は，本人の意向を尊重し，本人にふさわしい暮らし 

方や支援の仕方を考えて，財産管理や介護，入院などの契約につい 

て，今後の計画と収支予定を立てます。必要に応じて，介護サービ 

スの利用契約や施設への入所契約などを，本人に代わって行います。 

● 成年後見人等には，原則として少なくとも年に１回，家庭裁判所 

に本人の生活や財産の状況などの報告を求めています。 

本人の福祉関係者による本人情報シートの作成（※） 

 医師による診断書の作成 

家庭裁判所 

本人を支える福祉関係者 

かかりつけ医又は精神科医 

市区町村に設置されている地域包括支援センターや中核機関，社会福祉協議会，成年後見制度に関わる専

門職の団体（弁護士会，司法書士会，社会福祉士会など）等に，成年後見制度を利用するための手続につい

て，あらかじめ相談することができます。 

 医師に対する本人情報シートの提供 

後見事務 

※ 本人情報シートの提出が難しい場合は，本人情報シートを提出することなく申立てを行うことが可能です。
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３ 文書の開示について 

鑑定書は，原則として，当事者に対して開示される扱いとなります（詳細は以下の

。鑑定書の作成に際しては, この点に留意してください。 

 当事者（※１）から 

 開示の申出があった 

 場合 

原則と例外  (例外的に非開示) 

非開示の要件 

 当事者又は第三者の私生活又は業務の平穏を害する 

 おそれがあると認められるとき (※３) 

 当事者又は第三者の私生活についての重大な秘密が 

 明らかにされることにより,その者が社会生活を営むのに 

 著しい支障を生じ, 又はその者の名誉を著しく害する 

 おそれがあると認められるとき （※４） 

 事件の性質,審理の状況,記録の内容等に照らして,  

 当事者に開示することを不適当とする特別の事情が 

 あると認められるとき 

不服申立て  開示を認めないとする結論に対して不服申立てができる。 

 利害関係を疎明した 

 第三者（※２）から 

 開示の申出があった 

 場合 

原則と例外  (例外的に開示) 

開示の要件  家庭裁判所 (裁判官) が相当と認めるとき 

不服申立て 
 開示を認めないとする結論に対して不服申立て 

 はできない。 

※１ 当事者とは,家庭裁判所の手続の申立人や,手続に参加した本人及び親族など

 ※２ 第三者とは, 手続に参加していない本人及び親族などをいう。 

 ※３ 鑑定書を閲覧した当事者が押し掛けることが予想される場合の, 鑑定医の住居

※４ 本人の病歴や犯罪歴が社会的に露呈されると, 本人の社会生活に著しい支障

３ 文書の開示について 

鑑定書は，原則として，当事者に対して開示される扱いとなります（詳細は以下の
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 おそれがあると認められるとき (※３) 
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 明らかにされることにより,その者が社会生活を営むのに 

 著しい支障を生じ, 又はその者の名誉を著しく害する 

 おそれがあると認められるとき （※４） 

 事件の性質,審理の状況,記録の内容等に照らして,  

 当事者に開示することを不適当とする特別の事情が 

 あると認められるとき 

不服申立て  開示を認めないとする結論に対して不服申立てができる。 

 利害関係を疎明した 

 第三者（※２）から 

 開示の申出があった 

 場合 

原則と例外  原則として非開示 (例外的に開示) 

開示の要件  家庭裁判所 (裁判官) が相当と認めるとき 

不服申立て 
 開示を認めないとする結論に対して不服申立て 

 はできない。 

※１ 当事者とは,家庭裁判所の手続の申立人や,手続に参加した本人及び親族など

をいう。 

 ※２ 第三者とは, 手続に参加していない本人及び親族などをいう。 

 ※３ 鑑定書を閲覧した当事者が押し掛けることが予想される場合の, 鑑定医の住居

所や勤務先病院などがこれに当たる。 

※４ 本人の病歴や犯罪歴が社会的に露呈されると, 本人の社会生活に著しい支障

が生じるおそれがある場合などがこれに当たる。 

－4－


